
議案第１００号 

 

   川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

 

 川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の

一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

             令和５年 ６ 月１２日提出 

                川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条

例の一部を改正する条例 

 川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例（平

成２１年川崎市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

別表１１の項を次のように改める。 

１１ 戸手４丁目北地

区整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規

定により告示された戸手４丁目北

地区地区計画において地区整備計

画が定められた区域 

Ａ地区 

Ｂ地区 

Ｃ地区 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 



参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

戸手４丁目北地区地区計画の区域のうち、Ｃ地区内における建築物等の形態

意匠について、当該地区計画において定められた形態意匠の制限に適合しなけ

ればならないこととするため、この条例を制定するものである。 


